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〇「量の見込み」の基本的な考え方について 

 

「量の見込み」＝幼稚園や保育所、一時保育、学童クラブなどについて、 

将来必要となる利用人数を見込むこと。 

 

・子ども・子育て支援法第 61 条において、市町村は、国が示す基本方針に即し

て５年を１期とする市町村子ども・子育て支援事業計画（以下「支援事業計画」

という。）を作成することが義務付けられています。 

 

・支援事業計画の中には、教育や保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見

込み」や、それに対する「提供体制の確保の内容及びその実施時期」（以下、「確

保方策」という。）について定めることになっています。 

 

・「量の見込み」を算出するためには、将来の子どもの数の推計結果と、子育て

家庭の教育・保育事業の利用状況や利用意向を用いて見込みを行います。（国か

ら示された計算方法を基本とします。） 

 

〇「国の手引き」で示された量の見込みの基本的な算出方法と本市の考え方 

 

 

◆原則、「国の手引き」で示された方法 

 ＜推計児童数×潜在家庭類型率×利用意向＞に基づき、算出。 

◆本市独自で行ったニーズ調査の結果を活用。 

※過去の実績と見込みの乖離が大きい場合、適宜、補正を検討する。 

 

〇教育・保育の提供区域の設定 

 子ども・子育て支援法では、支援事業計画において、教育・保育および地域子

ども・子育て支援事業を提供する区域を定め、区域ごとに「量の見込み」や「確

保方策」を定めることとしています。 

 本市では、教育・保育の区域は、需給調整に柔軟に対応できることや、一時的

な子どもの数やニーズの増減に対して弾力的に運用しやすいことから、第２期

期計画と同様、市全域（１区域）で教育・保育の量の見込みを定めることとしま

す。 

 

計画期間中(令和 7 年度

から令和 11 年度まで)

の本市における児童数

を推計 

 

就労希望を勘案した 

家庭類型(タイプ A～ 

タイプ F) 

 

施設・事業の利用希望 

利用意向 推計児童数 潜在家庭類型 

ニーズ調査の結果に基づく 
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（４）延⾧保育事業（時間外保育）



 

 

 

 

  

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

               

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

          

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

               

               

               

               

          

          

               

               

               

               

          

          



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

                         

                         

               

               



 

 

 

 
 

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                         

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

        

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

     


